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ＢＵＮ環境課題研修事務所

排出者責任を全うできる？
これからのリサイクル戦略

副題「充実してきている＜許可不要制度＞をご存じですか」



１．今年４月の省令改正。
電子マニフェスト項目の追加。
どうしてこんな改正をしたのか？
(私見)
再資源高度化法では処分業者に再資源化の、事実上の強制。
令和４年スタートのプラ資源法でも使用制限、再資源化の事実上の強制。

２．プラ資源法
目的、概要、許可不要制度３つ。

３．再資源高度化法
目的、概要、許可不要制度２つ。

４．資源有効利用促進法
目的、概要、許可不要制度１つ。

５．許可不要制度の全体像。
「規制緩和」はよいことのように聞こえるが、では、なぜ、そのような「規制」「制度」が必要なのか。
必要だったからこそ、制度を作り、規制してきた。
その規制を取り払うというのだから、それなりの理由や条件は必要。
再資源化、リサイクルとは。
これからは「適正処理」では足りない時代。

そのために、いろんな規制緩和制度を充実させてきているのだから、やはり、ルールに則った再資
源化を。
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今日はいろんなことをお伝えしたくて、そのためお
聞きになっている方からすると、とりとめが無い感
じがするかも知れません。
なので、あらかじめ、話の流れを示しておきます。



今年（令和７年）４月２２日省令改正

１．委託契約書の「情報の提供事項」にＰＲＴＲ法の指定物質関係が追加されます。
令和８年１月１日施行です。

２．電子マニフェストの処分業者登録事項として「再資
源化」に関する事項が追加されます。
令和９年４月１日施行です。
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① 産業廃棄物の種類、量
② 委託契約有効期間
③ 受託者支払金額
④ 業許可事業範囲
⑤ 適正処理のための必要な情報提供
⑥ ⑤の提供情報の変更があった場合の当該情報の伝達方法
⑦ 業務終了時の報告
⑧ 契約解除時の未処理産業廃棄物の扱い

⑨ 運搬の最終目的所在地（運搬の場合）
⑩ 運搬委託で受託者が積替え又は保管を行う場合

⑪ 処分又は再生委託の場合
⑫ 処理後に残渣が発生する場合は、最終処分関連条項記載

委託契約の法定記載事項
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委託契約書の記載事項等
⑤ 適正処理のための必要な情報提供

ア 産廃の性状・荷姿

イ 性状の変化

ウ 混合の支障

エ 含有マークが付された廃パソコン、廃エアコン等廃製品

オ 「石綿含有産廃」「水銀使用製品産業廃棄物」「水

銀含有ばいじん等」の注意事項

カ その他取扱注意事項

令和８年１月からは、「PRTR法で規定する「第一種指定化学物
質等取扱事業者」が第一種指定化学物質や特定第一種指定
化学物質が一定以上含有する時は「適正処理に必要な情
報」」が追加 6



省令改正
１．委託契約書の「情報の提供事項」にＰＲＴＲ法の指定物質関係が追加されます。
令和８年１月１日施行です。

２．電子マニフェストの処分業者登録事項として「再資
源化」に関する事項が追加されます。
令和９年４月１日施行です。
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本日の本論に。

令和９年４月からは、電子マニフェストの処分業
者登録事項として「再資源化」に関する事項が追
加
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（日本産業廃棄物処理振興センター）
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改正(追加)省令
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•なぜ、電子マニフェストだけに、このよ
うな事項が追加されたか。

•循環型社会を推し進めるために、新しい
法律が出来ている。

•プラ資源循環法、再資源高度化法、資源
有効利用促進法改正の紹介



１．今年４月の省令改正。
電子マニフェスト項目の追加。
どうしてこんな改正をしたのか？
(私見)
再資源高度化法では処分業者に再資源化の、事実上の強制。

令和４年スタートのプラ資源法でも使用制限、再資
源化の事実上の強制。

２．プラ資源法
目的、概要、許可不要制度３つ。

３．再資源高度化法
目的、概要、許可不要制度２つ。

４．資源有効利用促進法
目的、概要、許可不要制度１つ。
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この法律はいろんな
制度が登場します。

個人的な感想として
は、それまでの、各
種リサイクル法の枠
を超えている制度で
す。

単に「リサイクルす
ればよい」という考え
から、生産段階から
排出抑制、拡大生
産者責任を強く押し
出しています。
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プラスチック資源循環法
法律

第四十六条 主務大臣は、排出事業者であって、プラスチック使用製品産業

廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するもの（以下「多量排出事

業者」という。）のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再

資源化等の状況が第四十四条第一項に規定する判断の基準となるべき事

項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、

その判断の根拠を示して、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑

制及び再資源化等に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

政令

（多量排出事業者の要件）

第十六条 法第四十六条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度

におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が二百五十トン以上

であることとする。
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プラスチック資源循環法省令

（プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等）

第三条 排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化等を行うに

当たっては、主として次に掲げる措置を講ずるものとする。(１号～４号)
（多量排出事業者の目標の設定及び情報の公表等）

第四条 多量排出事業者は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び

再資源化等を行うため、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄

物等の排出の抑制及び再資源化等に関する目標を定め、これを達成するための取組

を計画的に行うものとする。

２ 多量排出事業者は、毎年度、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産

業廃棄物等の排出量及び前項の規定により定める目標の達成状況に関する情報を

インターネットの利用その他の方法により公表するよう努めるものとする。

（排出の抑制及び再資源化等の実施状況の把握及び管理体制の整備）

第八条 排出事業者は、その事業活動に伴い生ずるプラスチック使用製品産業廃棄

物等の排出量、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等

の実施量その他のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化

等の状況を適切に把握し、その記録を行うものとする。
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１．今年４月の省令改正。
電子マニフェスト項目の追加。
どうしてこんな改正をしたのか？
(私見)

再資源高度化法では処分業者に再資源化の、
事実上の強制。
令和４年スタートのプラ資源法でも使用制限、再資源化の事実上の強制。

２．プラ資源法
目的、概要、許可不要制度３つ。

３．再資源高度化法
目的、概要、許可不要制度２つ。

４．資源有効利用促進法
目的、概要、許可不要制度１つ。 19

多量排出事業者に「再資源化等の実施量の把握」を求められても、自社で「再
資源化」を実施している事業者はほとんどいない。そこで、委託者(リサイクラ
ー)からの実績報告が必須のものとなる。



再資源高度化法法律

（廃棄物処分業者の責務）

第六条 廃棄物処分業者は、その再資源化事業等の高度化及び再資源化の実施に必

要な措置を講ずるよう努めるとともに、再資源化の実施の状況の開示に努めなければ

ならない。

（廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項）

第八条 環境大臣は、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化を促進する

ため、環境省令で、次に掲げる事項に関し、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき

事項を定めるものとする。

(１号～３号略)
四 処分を行う廃棄物の数量に占める再資源化を実施する量の割合に関する目標の設

定及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関する事項

（勧告及び命令）

第十条 環境大臣は、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の

数量が政令で定める要件に該当するもの（以下「特定産業廃棄物処分業者」という。）

の再資源化の実施の状況が、第八条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に

照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定産業廃棄物処分業者に対し、そ

の判断の根拠を示して、再資源化の実施に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をする

ことができる。
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再資源高度化法政令

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第

一項の要件を定める政令

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第

一項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 当該年度の前年度において処分（再生を含み、埋立処分及び海洋投入

処分（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和四十五年法律第百三十七

号）第十二条第五項に規定する海洋投入処分をいう。）を除く。次号において

同じ。）を行った同法第十四条第一項に規定する

産業廃棄物の数量が一万トン以上であること。

二 当該年度の前年度において処分を行った

廃プラスチック類の数量が千五百トン以上であること。
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ＢＵＮさん視点：今までは「適正処理」。「再資源化」は「
望ましい」レベル。
今後は、「再資源化」が「義務」の時代に。

再資源化の実
施の状況が、
著しく不十分

勧告、命令



１．今年４月の省令改正。
電子マニフェスト項目の追加。
どうしてこんな改正をしたのか？
(私見)
再資源高度化法では処分業者に再資源化の、事実上の強制。
令和４年スタートのプラ資源法でも使用制限、再資源化の事実上の強制。

２．プラ資源法
目的、概要、許可不要制度３つ。
３．再資源高度化法
目的、概要、許可不要制度２つ。

４．資源有効利用促進法
目的、概要、許可不要制度１つ。
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「拡大生産者責任」

廃棄物処理にあたるので
通常は許可が必要

１、に該当 ２、に該当

廃棄物処理法上の処理責任は無い。
拡大生産者責任。

排出者責任
自社処理は許可不要
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廃棄物処理法業許可不要系統図

物

有価物

廃棄物

廃棄物処理法で
規定

廃棄物処理法では
規定せず

許可条文根拠

独立別個条文根拠

「専ら再生」

省令規定

大臣認定

再生利用認定

広域認定

適正処理困難物

許可不要を規定

特別法の位置づけ

各種リサイクル法

鉱山法、下水道法、水質汚濁防止法等

公共団体（１１条）

事業者自ら処理

下取り

無害化認定
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特管一廃便乗規定

実験・実証

「ただし書」



各種リサイクル法の詳細系統図

廃棄物処理法では
規定せず

許可不要
を規定

特別法の
位置づけ

各種
リサイクル法

鉱山法、下水道法、
水質汚濁防止法等

R法以外
（存在せず）

容器包装R法

家電R法

食品R法

自動車R法

小型家電R法

建設R法には許可
不要制度はない

プラ資源循環促進法

再資源高度化法

資源有効利用促進法



廃棄物処理法業許可不要系統図

容器包装リサイクル法変形認定

製造・販売者自主回収認定

排出事業者再資源化認定

プラ資源循環促進法

再資源高度化法
高度再資源化事業計画認定

高度分離・回収事業計画認定

資源有効利用促進法 自主回収・再資源化事業計画認定
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容器包装リ
サイクル法
変形認定
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製造・販売者自主回収認定

排出事業者再資源化認定





「製造・販売者」は排出者ではないので、本来は許可が必要
であるが、「自主回収認定」を受ければ、許可不要。

廃棄物処理にあたるので
通常は許可が必要

１、に該当 ２、に該当

廃棄物処理法上の処理責任は無い。
拡大生産者責任。

排出者責任
自社処理は許可不要

さらに、「自主回収認定」を受けた「製造・販売者」の委託を受
ければ、その受託業者も、許可不要。
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廃棄物処理にあたるので
通常は許可が必要

１、に該当 ２、に該当

廃棄物処理法上の処理責任は無い。
拡大生産者責任。

排出者責任
自社処理は許可不要

「１、製造・販売者自主回収」(39条認定、41条1項により許可不要)
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廃棄物処理にあたるので
通常は許可が必要

１、に該当 ２、に該当

廃棄物処理法上の処理責任は無い。
拡大生産者責任。

排出者責任
自社処理は許可不要

「１、製造・販売者自主回収」(39条認定、41条3項により許可不要)
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出典、認定申請の手引
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排出事業者再資源化認定



廃棄物処理にあたるので
通常は許可が必要

１、に該当 ２、に該当

廃棄物処理法上の処理責任は無い。
拡大生産者責任。

排出者責任
自社処理は許可不要

２、排出事業者認定(48条1項1号認定、50条により許可不要)
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廃棄物処理にあたるので
通常は許可が必要

１、に該当 ２、に該当

廃棄物処理法上の処理責任は無い。
拡大生産者責任。

排出者責任
自社処理は許可不要

２、排出事業者認定(48条1項2号認定、51条により許可不要)
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2023年4月20日付け、大栄環境公表資料
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ＢＵＮさん視点：排出事業
者側にも「再資源化」促進
義務を新たに制度化して
いる。

出典：読売新聞：２０２４．６．２６



１．今年４月の省令改正。
電子マニフェスト項目の追加。
どうしてこんな改正をしたのか？
(私見)
再資源高度化法では処分業者に再資源化の、事実上の強制。
令和４年スタートのプラ資源法でも使用制限、再資源化の事実上の強制。

２．プラ資源法
目的、概要、許可不要制度３つ。

３．再資源高度化法
目的、概要、許可不要制度２つ。
４．資源有効利用促進法
目的、概要、許可不要制度１つ。
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出典：読売新聞：２０２４．７．３１
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ＢＵＮさん視点：今までは「適正処理」。「再資源化」は「望ましい」レベル。
今後は、「再資源化」が「義務」の時代に。
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ＢＵＮさん視点：中間処理量「年間１万トン以上(「廃プラスチック類については１５００ト
ン以上)」の処理業者は「特定産廃処分業者」として報告等義務の対象。



52

ＢＵＮさん視点：処理業許可、処理施設設置許可不要となる「認定制度」。
正直「未だ不明」。具体的な認定要件や他の制度との整合性等不明。
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ＢＵＮさん視点：処理業許可、処理施設設置許可不要となる「認定制度」。
正直「未だ不明」。具体的な認定要件や他の制度との整合性等不明。
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ＢＵＮさん視点：処理施設設置許可不要となる「認定制度」。処理業許可不要制度は規
定せず。正直「未だ不明」。具体的な認定要件や他の制度との整合性等不明。
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ＢＵＮさん視点：中間処理量「年間１万トン以上(「廃プラスチック類については１５００ト
ン以上)」の処理業者は「特定産廃処分業者」として報告等義務の対象。
公表することにより、排出事業者は受け皿(処分業者)選定の参考と出来る。
電子マニフェストには令和９年から「再資源化量」が法定事項として追加。



１．今年４月の省令改正。
電子マニフェスト項目の追加。
どうしてこんな改正をしたのか？
(私見)
再資源高度化法では処分業者に再資源化の、事実上の強制。
令和４年スタートのプラ資源法でも使用制限、再資源化の事実上の強制。

２．プラ資源法
目的、概要、許可不要制度３つ。

３．再資源高度化法
目的、概要、許可不要制度２つ。

４．資源有効利用促進法(令和７年６月４日改正公布)

目的、概要、許可不要制度１つ。
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（勧告及び命令）

第十七条 主務大臣は、特定再利用事業者であって、その製造に係る製品の生産量又

はその施工に係る建設工事の施工金額が政令で定める要件に該当するものの当該特

定再利用業種に係る再生資源又は再生部品の利用が第十五条第一項に規定する判

断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定再利

用事業者に対し、その判断の根拠を示して、当該特定再利用業種に係る再生資源又は

再生部品の利用に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

① 再生資源の利用義務化

• 脱炭素化の促進のため、再生材の利用義務を課す製品を特定し、当該製品の製造事

業者等に対して、再生材の利用に関する計画の提出及び定期報告を義務付け。

（定義）

第二条

９ この法律において「特定再利用業種」とは、再生資源又は再生部品を利用することが

技術的及び経済的に可能であり、かつ、これらを利用することが当該再生資源又は再生

部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源又は再生部

品の種類ごとに政令で定める業種をいう。
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特定再利用業種

施行令（特定再利用業種）

第二条 法第二条第八項の政令で定める再生資源又は再生部品の種類ごとに政令で定

める業種は、別表第二の第一欄に掲げる再生資源又は再生部品ごとにそれぞれ同表の

第二欄に掲げるとおりとする。

(Ｒ７年８月時点、これを拡大改正する可能性有り。ＢＵＮさん推測)
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資源有効利用促進法

（廃棄物処理法の特例）

第五十七条 認定自主回収・再資源化事業者は、廃棄物処理法第七条第一項若しくは

第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による

許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指定再資源

化製品の再資源化に必要な行為（一般廃棄物（廃棄物処理法第二条第二項に規定す

る一般廃棄物をいう。第七項において同じ。）又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は

処分に該当するものに限る。第三項において同じ。）を業として実施することができる。

２ (省略)

３ 認定自主回収・再資源化事業者の委託を受けて使用済指定再資源化製品の再資

源化に必要な行為を業として実施する者（認定自主回収・再資源化事業計画に記載さ

れた第五十四条第二項第七号に規定する者に限る。）は、廃棄物処理法第七条第一項

若しくは第六項又は第十四条第一項若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規

定による許可を受けないで、認定自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済指

定再資源化製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができる。



認定自主回収・再資源の対象物

資源有効利用促進法（定義）

第二条

１４ この法律において「指定再資源化製品」とは、製品（他の製品の部品として使用される製品を含

む。）であって、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後それを当

該製品（他の製品の部品として使用される製品にあっては、当該製品又は当該他の製品）の製造、

加工、修理若しくは販売の事業を行う者が自主回収（自ら回収し、又は他の者に委託して回収する

ことをいう。以下同じ。）をすることが経済的に可能であって、その自主回収がされたものの全部又は

一部の再資源化をすることが技術的及び経済的に可能であり、かつ、その再資源化をすることが当

該再生資源又は再生部品の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

施行令

（指定再資源化製品）

第六条 法第二条第十二項の政令で定める製品は、別表第六の上欄に掲げるとおりとする。



出典
読売新聞

Ｒ７年７月５日



出典：読売新聞、Ｒ７年７月５日



１．今年４月の省令改正。
２．プラ資源法
３．再資源高度化法
４．資源有効利用促進法

５．許可不要制度の全体像。

「規制緩和」はよいことのように聞こえるが、では、
なぜ、そのような「規制」「制度」が必要なのか。
必要だったからこそ、制度を作り、規制してきた。

その規制を取り払うというのだから、それなりの
理由や条件は必要。
再資源化、リサイクルとは。
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①書類

②調理くず、食べ残し

③テレビ

④扇風機

⑤木製机

⑥欠けた茶碗

⑦インクのでないボールペン

⑧消火器

⑨携帯電話

⑩タイヤ

⑪自動車

⑫ペットボトル

⑬引っ越し廃棄物

⑭在宅医療廃棄物

⑮古着

⑯ベビーチェア

⑰オートバイ

⑱スマホ

⑲空きビン

⑳空き缶

㉑ゲーム機

㉒ファンヒータ

㉓バッテリィ(鉛蓄電池)

㉔リチウム電池

㉕冷蔵庫

㉖洗濯機

㉗蛍光灯

㉘パソコン

㉙スプリングマットレス

㉚プラスチック製ハンガー

㉛剪定枝

㉜コンクリートブロック

次の物が廃棄物として「家庭から排出」された場合」、「事業所から排出」された

場合」の処理ルートを考えてみてください。



廃棄物処理法罰則

第２５条

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁
若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 無許可営業
二 不正許可取得
三 無許可変更
四 不正変更許可取得
五 命令違反
六 無許可業者委託(産廃、事業系一廃)
七～十三(省略)  

十四 不法投棄
十五 不法焼却
十六 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)保管、収集、運搬又は処分者
２ 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

該当罰則
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このように厳しい罰則の対象ともなる許可制度
にもかかわらず、「許可不要」として運用してい
るいくつかの規定がある。

許可も取らずに「やってよい」というのは、そ
れなりの理由や条件があってあたりまえ。

現在、各種リサイクル法をはじめとする、
「許可不要制度」は、このような考えにより制
度化されている。

許可不要者は、何らかの義務をかけられてお
り、それを達成するために「許可不要」とされ
ていることがほとんど。
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廃棄物処理法業許可不要系統図

物

有価物

廃棄物

廃棄物処理法で
規定

廃棄物処理法では
規定せず

許可条文根拠

独立別個条文根拠

「専ら再生」

省令規定

大臣認定

再生利用認定

広域認定

適正処理困難物

許可不要を規定

特別法の位置づけ

各種リサイクル法

鉱山法、下水道法、水質汚濁防止法等

公共団体（１１条）

事業者自ら処理

下取り

無害化認定
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特管一廃便乗規定

実験・実証

「ただし書」



廃棄物処理法業許可不要系統図

物

有価物

廃棄物

廃棄物処理法で
規定

廃棄物処理法では
規定せず

許可条文根拠

独立別個条文根拠

「専ら再生」

省令規定

大臣認定

再生利用認定

広域認定

適正処理困難物

許可不要を規定

特別法の位置づけ

各種リサイクル法

鉱山法、下水道法、水質汚濁防止法等

公共団体（１１条）

事業者自ら処理

下取り

無害化認定
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特管一廃便乗規定

実験・実証

「ただし書」



廃棄物処理法業許可不要系統図

許可条文
根拠

「専ら４品目」

省令規定

一般廃棄物収集運搬
１３種類

一般廃棄物処分
９種類

産業廃棄物収集運搬
１３種類

産業廃棄物処分
９種類

事業者
自ら処理

特別管理産業廃棄物運搬
６種類

特別管理産業廃棄物処分
４種類
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廃棄物処理法業許可不要系統図

物

有価物

廃棄物

廃棄物処理法で
規定

廃棄物処理法では
規定せず

許可条文根拠

独立別個条文根拠

「専ら再生」

省令規定

大臣認定

再生利用認定

広域認定

適正処理困難物

許可不要を規定

特別法の位置づけ

各種リサイクル法

鉱山法、下水道法、水質汚濁防止法等

公共団体（１１条）

事業者自ら処理

下取り

無害化認定
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特管一廃便乗規定

実験・実証

「ただし書」



各種リサイクル法の詳細系統図

廃棄物処理法では
規定せず

許可不要
を規定

特別法の
位置づけ

各種
リサイクル法

鉱山法、下水道法、
水質汚濁防止法等

R法以外
（存在せず）

容器包装R法

家電R法

食品R法

自動車R法

小型家電R法

建設R法には許可
不要制度はない

プラ資源循環促進法

再資源高度化法

資源有効利用促進法



廃棄物処理法スタート時の業許可不要系統図

物

有価物

廃棄物

廃棄物処理法で
規定

許可条文根拠

独立別個条文根拠

「専ら再生」

省令規定
一般廃棄物２つ
産業廃棄物１つ

特別法の位置づけ 鉱山法、下水道法、水質汚濁防止法等

地方公共団体

事業者自ら処理「ただし書」



各種リサイクル法の詳細系統図

廃棄物処理法では
規定せず

許可不要
を規定

特別法の
位置づけ

各種
リサイクル法

鉱山法、下水道法、
水質汚濁防止法等

R法以外
（存在せず）

容器包装R法

家電R法

食品R法

自動車R法

小型家電R法

建設R法には許可
不要制度はない

プラ資源循環促進法

再資源高度化法

資源有効利用促進法



家電R法に規定する許可不要制度１

家電R法第４９条

１．小売業者

２．指定法人

３．指定法人の委託を受ける者

一般廃棄物収集運搬業
又は

産業廃棄物収集運搬業
許可不要

１．再商品化認定製造業者等

２．指定法人

３．１ or ２の委託を受ける者

一般廃棄物運搬業・処分業
又は

産業廃棄物運搬業・処分業
許可不要
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家電R法に規定する許可不要制度２

家電R法第５０条

小売業者の委託を受ける
産業廃棄物業者

一般廃棄物収集運搬業
許可不要

小売業者の委託を受ける
一般廃棄物業者

産業廃棄物収集運搬業
許可不要
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特定家庭用機器再商品化法
（家電リサイクル法）

目 的

家庭等から排出される使用済み家電製品について、消費者、

小売業者、製造業者等の役割分担を明確にし、廃棄物の減量

化やリサイクルを促進すること。

対象となる家電製品

①エアコン

②ブラウン管テレビ及び液晶テレビ・プラズマテレビ※1

③冷蔵庫・冷凍庫※ 1

④洗濯機・衣類乾燥機※ 1
※1 液晶テレビ・プラズマテレビ及び衣類乾燥機は平成21 年4 月から対象に追加。
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出典、経産省ＨＰ。使用済み家電製品のリサイクルの流れ
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原則的には処
理業許可が必
要な行為



ＢＵＮさんから見た各制度の長短所(あくまで個人的感想)
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デメリットメリット制度

許可権限者毎の許可。許可期限あり。排出者(お客様)、アウトプ
ットの拘束無し

廃棄物処理法許可

指定した行政区域内限定。「再生」必須。
裁量大きい。

許可不要。知事・市町村長指定

自社物限定。認定取得は相応に大変。許可不要。大臣広域認定

分別基準に適合した「容器廃棄物」に限
定。一般廃棄物のみ対象

市町村は収集のみ。容器包装Ｒ法

自動車に限定。許可取得は廃棄物処理
法同等。

許可不要。自リ法許可は
全国有効。

自動車法許可、登録

家電４品目に限定。許可不要。家電販売店は
手続き不要

家電Ｒ法

政令２８品目に限定。認定取得は相応に
大変。

許可不要。小電Ｒ法登録

プラ廃棄物限定。認定取得は相応に大変
。

許可不要。プラ資源循環法認定



81

ＢＵＮさん視点：今までは「適正処理」。「再資源化」
は「望ましい」レベル。
今後は、「再資源化」が「義務」の時代に。
そのために、いろんな規制緩和制度を充実させて
きているのだから、やはり、ルールに則った再資源
化を。



１．今年４月の省令改正。
電子マニフェスト項目の追加。
どうしてこんな改正をしたのか？
(私見)
再資源高度化法では処分業者に再資源化の、事実上の強制。
令和４年スタートのプラ資源法でも使用制限、再資源化の事実上の強制。
（折角なので、もう一つの改正事項の「委託契約書法定項目の追加」も紹介）

２．プラ資源法
目的、概要、許可不要制度３つ。

３．再資源高度化法
目的、概要、許可不要制度２つ。

４．資源有効利用促進法
目的、概要、許可不要制度１つ。

５．許可不要制度の全体像。
「規制緩和」はよいことのように聞こえるが、では、なぜ、そのような「規制」「制度」が必要なのか。
必要だったからこそ、制度を作り、規制してきた。
その規制を取り払うというのだから、それなりの理由や条件は必要。
再資源化、リサイクルとは。
これからは「適正処理」では足りない時代。

そのために、いろんな規制緩和制度を充実させてきているのだから、やはり、ルールに則った再資
源化を。 82



拙著のコンテンツ

入門書、経験年数０年
全くの素人向け。

応用、経験年数１～２年

現場でよく出される疑問を取り上げ。
ケーススタディ。

通知解説、経験年数２年以上
法律条文を一応理解した人向け

廃棄物処理法の許可不要制度に特化
各種リサイクル法等解説、経験年数３年以上

廃棄物処理法の公的運用を解説
最新版は令和２年版であるが、

これには通知ＣＤが付いていない。

問題集。知識の確
認。試験対策用。

解説が詳細で間違
いなし。

第３章に廃棄
物処理法の暗
黙のルールに
踏み込んでい
る。

廃棄物処理法
の制度の成り
立ちや詳細に
ついて解説
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